
 
 

 

第１２回 
峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  日 時 ： 平成１５年６月２５日（水） 
     午後１時３０分から 

    場 所 ： 久美浜町ＪＡ京都丹後久美浜支店 
  
 
 



次  第 
 
１ 開会宣言   
 
２ 議 事 
 
 （１）議決事項 
 
 ・議案第 1 号  平成１４年度峰山町･大宮町･網野町･丹後町･弥栄町･久美浜町合 
        併協議会決算について 

 
（２）協議事項 

 

・協議第１号 ８      地方税の取扱いに関すること（その２）    
 

・協議第２号 １１     条例、規則の取扱いに関すること       

 

・協議第３号 １３     一部事務組合等の取扱いに関すること     

 

・協議第４号 １４     使用料及び手数料の取扱いに関すること    

 

・協議第５号 １６     各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関する 

             こと                    
 

・協議第６号 １９－２３  都市計画の取扱い              

 

・協議第７号 １９－２６  上水道等の取扱い              

 

・協議第８号 １９－２７  下水道等の取扱い              

 

（３）その他 
 
・第１１回合併協議会の会議録について 
 
・第１３回協議会の日程及び議題（案）について 
  □日 程 （日 時）平成１５年７月２３日（水）午後１時３０分から 
       （場 所）峰山町 総合福祉センター ホール 
   
  □議 題（案）   ・主な協議事項 

 
 
３ 閉 会 



 

 
議案第１号 

 
 
 
 
 

平成１４年度峰山町･大宮町･網野町･丹後町･弥栄町･ 

    久美浜町合併協議会決算について    



   合　併　協　議　会　決　算
峰 山 町 ・ 大 宮 町 ・ 網 野 町

丹 後 町 ・ 弥 栄 町 ・ 久 美 浜 町

       平成1４年度



歳　　　　入 （単位：円）

款 項 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
済額との比較

１ 府支出金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0 0

１ 府補助金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0 0

２ 分担金及び負担金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0 0

１ 負　担　金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0 0

３　諸　収　入 1,000 81 81 0 0 △ 919

１ 預金利子 1,000 81 81 0 0 △ 919

66,001,000 66,000,081 66,000,081 0 0 △ 919

歳　　　　出

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

１ 事　業　費 37,803,000 35,957,501 0 1,845,499

１　調査研究費 23,557,000 22,845,299 0 711,701

２　広報啓発費 14,246,000 13,112,202 0 1,133,798

２ 事務局費 27,774,250 22,505,397 0 5,268,853

１ 会　議　費 10,008,000 7,561,746 0 2,446,254

２ 事　務　費 17,766,250 14,943,651 0 2,822,599

３ 予　備　費 423,750 0 0 423,750

１ 予　備　費 423,750 0 0 423,750

66,001,000 58,462,898 0 7,538,102

歳入歳出差引残額 7,537,183 円也

1,133,798

711,701

5,268,853

2,446,254

2,822,599

423,750

         平成１５年６月２５日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　 岡　六右衛門

歳　出　合　計 7,538,102

423,750

平成１４年度峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会歳入歳出決算書

歳　入　合　計

予算現額と支出済額との比較

1,845,499



（単位：円）

当　初 補　正
予算額 予算額

区　分 金　額

１　 府支出金 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0

１ 府補助金 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0

１ 府補助金 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0

１自治振興補助金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0

２　分担金及び負担金 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0

１ 負　担　金 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0

１ 各町負担金 60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0

1 普通負担金 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0 峰山町 10,000,000

大宮町 10,000,000

網野町 10,000,000

丹後町 10,000,000

弥栄町 10,000,000

久美浜町 10,000,000

３　 諸　収　入 0 1,000 0 1,000 1,000 81 81 0 0

１ 預金利子 0 1,000 0 1,000 1,000 81 81 0 0

１ 預金利子 0 1,000 0 1,000 1,000 81 81 0 0

１ 預　金　利　子 1,000 81 81 0 0

66,000,000 1,000 0 66,001,000 66,001,000 66,000,081 66,000,081 0 0

平成１４年度峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会歳入歳出決算事項別明細書

歳　　　　入

款 項 目

歳　入　合　計

備　　　　考
計

節

予　　　　　　算　　　　　　現　　　　　　額

継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額

調定額 収入済額
不   納
欠損額

収   入
未済額



（単位：円）

当　初 補　正
予算額 予算額 区　分 金　額

１ 事業費 37,802,000 1,000 0 0 37,803,000 37,803,000 35,957,501 0 0 0 1,845,499

１ 調査研究費 27,666,000 △ 4,109,000 0 0 23,557,000 23,557,000 22,845,299 0 0 0 711,701

１ 調査研究費 27,666,000 △ 4,109,000 0 0 23,557,000 23,557,000 22,845,299 0 0 0 711,701

  ８ 報　償　費 320,000 248,105 0 0 0 71,895 新市名称応募謝礼他

  ９ 旅　　　　費 1,000,000 720,866 0 0 0 279,134 他府県調査他

１１ 需　用　費 1,971,000 1,894,819 0 0 0 76,181

１２ 役　務　費 930,000 864,610 0 0 0 65,390 意識調査等郵送料

１３ 委　託　料 10,768,000 10,605,000 0 0 0 163,000 新市建設計画策定 10,290,000

例規調査業務 315,000

１４ 使用料及び 368,000 362,775 0 0 0 5,225 印刷機器等リース料他

　　　手　数　料

１８ 備品購入費 8,200,000 8,149,124 0 0 0 50,876 情報機器等

２　広報啓発費 10,136,000 4,110,000 0 0 14,246,000 14,246,000 13,112,202 0 0 0 1,133,798

２広報啓発費 10,136,000 4,110,000 0 0 14,246,000 14,246,000 13,112,202 0 0 0 1,133,798

  ８ 報　償　費 700,000 137,100 0 0 0 562,900 ファーラム講師等謝金

  ９ 旅　　　　費 100,000 26,140 0 0 0 73,860 ファーラム講師等旅費

１１ 需　用　費 6,100,000 6,002,695 0 0 0 97,305 たより発行経費 5,477,621

フォーラム開催経費 525,074

１２ 役　務　費 2,060,000 1,795,968 0 0 0 264,032 広報用会議録作成 1,603,293

ホームページ開設 192,675

１３ 委　託　料 100,000 4,725 0 0 0 95,275 フォーラム開催経費

１４ 使用料及び 226,000 186,075 0 0 0 39,925 会場及び印刷機器等リース料他

　　　手　数　料

１８ 備品購入費 4,960,000 4,959,499 0 0 0 501 情報機器等

２事務局費 27,759,000 0 0 15,250 27,774,250 27,774,250 22,505,397 0 0 0 5,268,853

１会議費 10,008,000 0 0 0 10,008,000 10,008,000 7,561,746 0 0 0 2,446,254

１会議費 10,008,000 0 0 0 10,008,000 10,008,000 7,561,746 0 0 0 2,446,254

  １ 報　　　　酬 6,700,000 5,040,000 0 0 0 1,660,000 協議会委員報酬

建設計画概要版・新市名称公募チラシ
印刷他

歳　　　　出

翌年度繰越額

款 項 目

予　　　　　　算　　　　　　現　　　　　　額

支出済額 備　　　　考
計

節継続費及び
繰越事業費
繰  越  額

予備費支出及
び流用増減

継 続 費
逓    次
繰    越

繰   越
明許費

事故
繰越

不用額



（単位：円）

当　初 補　正
予算額 予算額 区　分 金　額

翌年度繰越額

款 項 目

予　　　　　　算　　　　　　現　　　　　　額

支出済額 備　　　　考
計

節継続費及び
繰越事業費
繰  越  額

予備費支出及
び流用増減

継 続 費
逓    次
繰    越

繰   越
明許費

事故
繰越

不用額

  ９ 旅　　　　費 650,000 493,700 0 0 0 156,300 協議会委員出席旅費

１１ 需　用　費 600,000 185,050 0 0 0 414,950 看板作成経費 54,490

用紙、記録テープ他 130,560

１２ 役　務　費 426,000 247,609 0 0 0 178,391 郵送料

１４使用料及び 1,632,000 1,595,387 0 0 0 36,613 会場及び印刷機器リース料

　　賃　借　料

2事務費 17,751,000 0 0 15,250 17,766,250 17,766,250 14,943,651 0 0 0 2,822,599

1事務費 17,751,000 0 0 15,250 17,766,250 17,766,250 14,943,651 0 0 0 2,822,599

  ８ 報　償　費 15,250 15,250 0 0 0 0

１１ 需　用　費 3,300,000 2,401,193 0 0 0 898,807 事務用品,印刷用品 1,576,411

公用車燃料代 151,741

事務所光熱水費等 673,041

１２ 役　務　費 2,000,000 597,050 0 0 0 1,402,950 電話代、郵送料他

１３ 委　託　料 753,000 562,800 0 0 0 190,200 事務所警備等管理経費

１４ 使用料及び 7,758,000 7,625,083 0 0 0 132,917 事務所家賃、事務機器リース料他

　　　手　数　料

１８ 備品購入費 1,840,000 1,740,595 0 0 0 99,405 情報機器等

１９負担金補助 2,100,000 2,001,680 0 0 0 98,320 臨時職員派遣負担他

　　及び交付金

５ 予　備　費 439,000 0 0 ####### 423,750 423,750 0 0 0 0 423,750

１ 予　備　費 439,000 0 0 ####### 423,750 423,750 0 0 0 0 423,750

１ 予　備　費 439,000 0 0 ####### 423,750 423,750 0 0 0 0 423,750

423,750 0 0 0 0 423,750

66,000,000 1,000 0 0 66,001,000 66,001,000 58,462,898 0 0 0 7,538,102歳　出　合　計



 
 協議第１号 
 
 
 
 

８ 地方税の取扱いに関すること（その２） 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 ８ 地方税の取扱いに関すること（その２） 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

 

５ 都市計画税 

 

１ 納税義務者 

 

２ 

 

５ 都市計画税 

 

２ 税率 

 

３ 

 

５ 都市計画税 

 

３ 課税標準 

 

４ 

 

５ 都市計画税 

 

４ 納期 

 

５ 

 

５ 都市計画税 

 

５ 徴収方法 

 

６ 

 

５ 都市計画税 

 

６ 都市計画区域 

 

一元化に調整の上、新市に移行する。税率は一旦ゼロとし、新市において都市計画の見直しに

併せて、改めて税率を設定するものとする。 

 

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

 

７ 

 

１ 固定資産税 

 

６－２ 課税免除及び不均一課税 

 

半島振興法における税条例の特例は、大宮町の例により一元化に調整の上、新市へ移行する。

 

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

以 下 余 白 



 
 協議第２号 
 
 
 
 

１１ 条例、規則の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １１ 条例、規則の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 例規整備 １ 例規数  条例、規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市における事務事

業に支障をきたさないよう次の区分に基づき整備する。 

 （１）合併と同時に即時制定し施行させるもの 

   ① 条例  専決処分により施行 

   ② 規則等 職権により施行 

 （２）合併後、逐次制定し施行するもの 

   ① 議案提出権が長にない条例、各行政委員会等の規則等 

   ② 告示、訓令等で合併時に制定施行が困難なもの等 

 （３）暫定措置として一定の地域に施行するもの 

  

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第３号 
 
 
 
 

１３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １３ 一部事務組合等の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１ 一部事務組合等 １ 一部事務組合等 丹後広域消防組合、竹野川環境衛生組合、峰山・大宮公共下水道組合及び竹野郡塵芥処理組

合は、合併の前日をもって解散し、その事務事業、財産及び職員についてはすべて新市に引継

ぐ。 
 また、丹後地区広域市町村圏事務組合、京都府市町村交通災害共済組合、京都府町村議会議

員公務災害補償等組合、京都府自治会館管理組合、京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合、

京都府市町村職員退職手当組合及び丹後地区土地開発公社は、合併の前日をもって脱退し、新

市において加入する。 
なお、奥丹後養老施設組合は、合併の前日をもって解散し、債務については新市に引継ぐ。 

 

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

以  下  余  白 



 
 協議第４号 
 
 
 
 

１４ 使用料及び手数料の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １４ 使用料及び手数料の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

 

１ 使用料及び手数料 

 

１ 使用料及び手数料 

 各協議項目の調整結果に基づき、新市において施行する。 

 条例により定める使用料及び手数料については、合併と同時に専決処分により即時施行す

る。 

なお、一元化に調整するものであっても、平成１６年３月１日から３１日までの使用料及び手

数料について、旧町の条例を適用する場合は暫定施行とし、当該地域に適用する。 

 

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

  

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

以 下 余 白 



 
 協議第５号 
 
 
 
 

１６ 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １６ 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること 小委員会名 総務・企画・議会小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

 

１ 補助金、交付金等 

 

補助金、交付金等 

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等を考慮し、現行の内容

を尊重する。 

ただし、同一あるいは同種の補助金については、関係団体の理解と協力を得て一元化へ向け

た調整を行う。 

新市においては、自立的な地域振興を進める活動を積極的に支援していくことを基本とし、

市域全体の均衡に配慮しつつ、調整を行う。 

 

平成１５年 ６月１７日 

 

平成  年  月  日 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

以 下 余 白 



 
 協議第６号 
 
 
 
 

１９－２３ 都市計画の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２３ 都市計画の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

 

１ 

１．都市計画マスタープラン 1.マスタープランの策定 新市に移行後、住民意見を反映させながら、まちづくりの基礎となる都市計画の基本的な方針

を定めるため、都市計画マスタープランを策定する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

２ 

２．都市計画の区域区分 1.都市計画の区域区分 当面は現行のまま新市に継承し、新市において、新たな都市計画区域の検討を行う。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

３ 

３．都市公園 1.都市公園の名称 都市公園施設は、現行のまま、新市に継承する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

４ 

 2.所管管理 峰山町の都市公園施設の管理は、公益法人等に委託する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

５ 

 3.使用料 峰山総合公園・峰山途中ケ丘公園の使用料については、現行どおりとし、八丁浜シーサイドパ

ークに係る占用料については、新市における道路占用料徴収条例に基づく占用料と同額とす

る。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

６ 

４．都市下水路 1.都市下水路条例 新市において、新たな条例を制定し占用料を徴収する。なお、占用料の額は、新市における道

路占用料徴収条例に基づく占用料と同額とする。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

７ 

 2.浸水対策審議会 小栓川排水区浸水対策審議会は、合併時において廃止する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

 

８ 

５．都市計画審議会 1.審議会の設置 新市において、新たな都市計画審議会を設置する。委員の構成については、新市において調整

する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

以  下  余  白 



 
 協議第７号 
 
 
 
 

１９－２６ 上水道等の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

１ 
１．上水道事業 上水道計画 新市に移行後、新たな計画を作成する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２ 
 上水道事業の概要 上水道施設については、現行のまま新市に継承する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

３ 

 水道料金単価 上水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ９００

 

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １６０

31m3以上51m3未満 １７０

51m3以上101m3未満 １８０

101m3以上201m3未満 １９０

201m3以上 ２００

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合は480円 

６か月以内の一時的使用は250円 

（消費税込み） 

 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

４ 

 検針・料金徴収 検針月＝毎月検針とする。 

徴収月＝毎月徴収とする。 

検針事務の方法＝委託を基本とする。 

集金委託＝税の取扱いに準ずる。 

報償金支給＝税の取扱いに準ずる。 

料金の徴収方法＝税の取扱いに準ずる。 

負担金の徴収方法＝納付書とする。 

 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

５ 
 会計方式 公営企業会計とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

６  水質検査 毎日・毎月検査は職員、全項目・監視項目は委託とすることを基本に調整する。 平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

７ ２．簡易水道事業 簡易水道計画 新市に移行後、新たな計画を作成する。 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

８ 
 簡易水道事業の概要 簡易水道施設については、現行のまま新市に継承する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

９ 

 水道料金単価  簡易水道及び飲料水供給施設等の水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ８００

 

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １４０

31m3以上51m3未満 １５０

51m3以上101m3未満 １６０

101m3以上201m3未満 １７０

201m3以上 １８０

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合は460円 

６か月以内の一時的使用は230円 

（消費税込み） 

 

 ただし、弥栄町の中央簡水第２系統以外の簡易水道区域及び大宮町の奥大野・五十河地区の

簡易水道区域については、次により緩和措置を講ずる。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

 平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

 平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 
 

 なお、久美浜町の神谷・奥馬地・甲坂・河内の各簡易水道区域については、１ケ月８００円

（消費税込み）の定額料金とする。ただし、合併時から平成１６年度は６６０円、平成１７年

度は７００円、平成１８年度は７５０円とする。 

 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１０ 

 検針・料金徴収 検針月＝毎月検針とする。 

徴収月＝毎月徴収とする。 

検針事務の方法＝委託を基本とする。 

集金委託＝税の取扱いに準ずる。 

報償金支給＝税の取扱いに準ずる。 

料金の徴収方法＝税の取扱いに準ずる。 

負担金の徴収方法＝納付書とする。 

 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

１１ 
 会計方式 簡易水道特別会計とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

１２ 
 水質検査 毎日及び毎月は職員、全項目は委託とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

１３ 
３．飲料水供給施設等 飲料水供給施設等の計画 新市に移行後、新たな計画を作成する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

１４ 
 飲料水供給施設等の概要 飲料水供給施設等については、現行のまま新市に継承する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

１５ 

 水道料金単価 簡易水道及び飲料水供給施設等の水道料金については、合併時に統一し、次のとおりとする。 
 

基本料金（月額）            料金単位：円 

基本水量 基本料金 

５m3 ８００

超過料金（月額１m3につき） 

水量 超過料金 

6m3以上31m3未満 １４０

31m3以上51m3未満 １５０

51m3以上101m3未満 １６０

101m3以上201m3未満 １７０

201m3以上 １８０

臨時用 

（6m3以上） 

工事に使用する場合は460円 

６か月以内の一時的使用は230円

（消費税込み） 

 

 ただし、弥栄町の掘越地区以外の飲料水供給施設区域については、次により緩和措置を講ず

る。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

 平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

 平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 
 

 なお、峰山町の飲料水供給施設及び飲料水簡易給水施設、弥栄町の掘越地区の飲料水供給施

設区域については、１ケ月８００円（消費税込み）の定額料金とする。ただし、弥栄町の掘越

地区の飲料水供給施設区域については、合併時から平成１６年度は３７０円、平成１７年度は

５００円、平成１８年度は６５０円とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１６ 

 検針・料金徴収 検針月＝毎月検針とする。 

徴収月＝毎月徴収とする。 

検針事務の方法＝委託を基本とする。 

集金委託＝税の取扱いに準ずる。 

報償金支給＝税の取扱いに準ずる。 

料金の徴収方法＝税の取扱いに準ずる。 

負担金の徴収方法＝納付書とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

１７  会計方式 簡易水道特別会計とする。 平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

１８ 
 水質検査 毎日及び毎月は職員、全項目は委託とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

１９ 

４．加入金・分担金 加入（分担）金の額 加入（分担）金は全て（上水道・簡易水道・飲料水供給施設等）統一し、次のとおりとする。

口径 
金額（円）

消費税別 

金額（円）

消費税込 
口径 

金額（円）

消費税別 

金額（円）

消費税込 

１３ｍｍ 42,000 44,100 ５０ｍｍ 622,000 653,100

２０ｍｍ 100,000 105,000 ７５ｍｍ 1,398,000 1,467,900

２５ｍｍ 156,000 163,800 １００ｍｍ 2,486,000 2,610,300

３０ｍｍ 224,000 235,200 １５０ｍｍ 5,592,000 5,871,600

４０ｍｍ 398,000 417,900 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

２０ 
 加入（分担）金の返還 各町とも、加入（分担）金の返還は行っていないため、新市移行後も返還はしない。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

２１ 
 権利の異動 全区域を異動可とし、廃止の場合は、キャップ止等を行う。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

２２ 

５．メーター器使用料 メーター器使用料   合併時において、次のとおり統一する。 

 

１３ｍｍ ５０円

２０ｍｍ ８０円

２５ｍｍ ９０円

３０ｍｍ １６０円

４０ｍｍ ２７０円

５０ｍｍ ３８０円

７５ｍｍ １，３１０円

１００ｍｍ １，５５０円

口  径 

１５０ｍｍ ３，３６０円

（消費税込み）

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

２３ 
６．手数料 設計審査手数料（材料確認を含む） １，０００円とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２４ 
 工事検査手数料 １，０００円とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２５ 
 消防演習立会手数料 公設消火栓は無料とする。私設消火栓については、１回１，０００円とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２６ 
 開栓・閉栓手数料 １，０００円とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２７ 
 道路占用申請手数料 無料とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２８ 
 事業者指定申請手数料 現行どおり、１０，０００円とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２９ 
７．督促・延滞金 督促手数料及び延滞金 新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずるものとする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

３０ 
８．減免措置 減免の内容 網野町の制度をもとに、一元化に調整の上、新市に移行する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２６ 上水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

３１ 

９．水道工事分担金 分担金の内容  水道工事分担金については、次のとおりとする。 

（名称） 

水道工事分担金 

（分担金の徴収） 

①配水管から給水を受けようとするとき 

②給水の申込みに応ずるため、加圧その他特別の施設等を必要とするとき 

（分担金の額） 

当該工事に必要な額 

（納付義務者） 

給水申込者又はその代表者 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

３２ 
10．水道事業審議会 審議会の設置 事業の運営について調査及び審議するため、水道事業審議会を、新市において設置する。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

以  下  余  白 



 
 協議第８号 
 
 
 
 

１９－２７ 下水道等の取扱い 
 
 
 

 上記のことについて、別紙のとおり協議する。 
 
 
 
 
 
平成１５年６月２５日提出 

 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 
会長 岡 六右衛門 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

１ 
１．水洗化計画 水洗化計画の概要 新市に移行後、新たな計画を作成する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２ 
２．公共下水道事業 事業概要 公共下水道施設については、現行のまま新市に継承する。 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

３ 
 認可に対する整備状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

４ 
 供用開始状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

５ 
 水洗化状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

６  水洗化率 ― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

７ 

 料金体系 下水道料金 公共下水道事業・集落排水事業の下水道料金については、峰山・大宮公共下水道組合（公共下

水道事業）の料金表に基づき、次により合併時に統一する。 
金額単位：円（月額） 

区 分 汚水量 金 額 

基本料金 ５m3まで 680 

６m3～５０m3 140 

５１m3～100m3 145 

超過料金 

（１m3につき）

100m3を超える分 155 

（消費税込み） 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

８ 
  井戸水の取扱 メーター計測を基本とし、地形的事情を考慮して、認定汚水も認める。 

メーター器の設置工事費は、新市負担とする。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

９ 
  温泉水の取扱 メーター計測を原則とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１０ 
  休止制度 現行のとおり、休止制度を適用する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１１ 
  使用料納付開始時期 現行のとおり、検査日の翌日とする。 

＊量水（メーター）器使用料については、上水道等の取扱いに準ずる。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１２ 

 加入金・分担

金 

加入金・分担金の額 加入金（分担金）の額は、３２０，０００円とし、 

供用開始１年以内は、２７０，０００円 

    ２年以内は、２８０，０００円 

    ３年以内は、３００，０００円 とする。 

同一敷地内における２個目以上の設置は、１個当り１２０，０００円とする。 

公共マスは全て、新市で管理する。 

 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１３ 
  徴収期間 ３年分割又は一括徴収とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１４ 
  減免制度の内容 減免制度を採用し、峰山町・大宮町・網野町の制度をもとに調整する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１５ 
  負担金の支払時期 接続の翌月とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

１６ 
  負担金の支払方法 納付書及び口座振替とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１７ 
  新規接続の場合の工

事費負担 

無料とする。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

１８ 
 督促手数料及び延滞金 新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずる。 

平成１５年 ５月２３日  

１９ 

 検針・料金徴収 検針月＝毎月検針とする。 

徴収月＝毎月徴収とする。 

検針事務＝委託を基本とする。 

水道水以外の検針事務＝委託を基本とする。 

集金委託＝税の取扱いに準ずる。 

報償金の支給＝税の取扱いに準ずる。 

料金の徴収方法＝税の取扱いに準ずる。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２０ 
 会計方式 公共下水道事業特別会計とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２１ 
 使用料の減免制度 減免制度は適用することとし、制度の内容については、峰山町・大宮町・網野町の制度をもと

に調整する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

２２ 
 施設の占用 新市において、統一した内容に調整し、占用料の額については、新市における道路占用料徴収

条例に定める額とする。 
平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

２３ 
３．集落排水（農業・漁業）

事業 

事業概要 集落排水（農業・漁業）施設については、現行のまま新市に継承する。 
平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２４ 
 認可に対する整備状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２５ 
 供用開始状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２６ 
 水洗化状況 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２７ 
 水洗化率 

― 平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

２８ 

 料金体系 下水道料金 公共下水道事業・集落排水事業の下水道料金については、峰山・大宮公共下水道組合（公共下

水道事業）の料金表に基づき、次により合併時に統一する。 
金額単位：円（月額）（消費税込み） 

区 分 汚水量 金 額 

基本料金 ５m3まで 680 

６m3～５０m3 140 

５１m3～100m3 145 

超過料金 

（１m3につき）

100m3を超える分 155 

ただし、弥栄町の料金については、次により緩和措置を講ずる。 

 合併時から平成１６年度＝新料金から３０％を減額する。 

平成１７年度＝新料金から２０％を減額する。 

平成１８年度＝新料金から１０％を減額する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№３） 

合併協定項目 １９－２７ 下水道等の取扱い 小委員会名 建設・産業小委員会 

番号 分 類 調 整 項 目 調 整 結 果（案） 小 委 員 会 確 認 日 協 議 会 確 認 日 

２９ 
  井戸水の取扱 メーター計測を基本とし、地形的事情を考慮して、認定汚水も認める。 

メーター器の設置工事費は、新市負担とする。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３０ 
  温泉水の取扱 メーター計測を原則とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３１ 
  休止制度 現行のとおり、休止制度を適用する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３２ 
  使用料納付開始時期 公共下水道と同様の扱いとし、検査日の翌日とする。 

＊量水（メーター）器使用料については、上水道等の取扱いに準ずる。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３３ 

 加入金・分担

金 

加入金・分担金の額 加入金（分担金）の額は、３２０，０００円とし、 

供用開始１年以内は、５０，０００円 

    ２年以内は、４０，０００円 

    ３年以内は、２０，０００円 の奨励金を支給する。 

同一敷地内における２個目以上の設置は、１個当り１２０，０００円とする。 

公共マスは全て、新市で管理する。 

 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３４   徴収期間 一括払とする。 平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３５   減免制度の内容 減免制度を採用し、統一した内容に調整する。 平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３６ 
  負担金の支払時期 事業年度の年度末とする。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３７ 
  負担金の支払方法 年度毎に地元に請求する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３８ 
  特典措置 大宮町の特典措置は廃止する。 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

３９ 
  新規接続の場合の工

事費負担 

公共下水道と同一の扱いとし、無料とする。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

４０ 

  新規接続の場合の負

担金 

３２０，０００円とする。 

 ただし、供用開始後１年以内は、２７０，０００円 

          ２年以内は、２８０，０００円 

          ３年以内は、３００，０００円とする。 

  なお、徴収期間については、３年分割又は一括徴収とする。 

 

平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

４１  督促手数料及び延滞金 新市における、税外収入金滞納金督促条例に準ずる。 平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

４２ 

 検針・料金徴収 検針月＝毎月検針とする。 

徴収月＝毎月徴収とする。 

検針事務＝委託を基本とする。 

水道水以外の検針事務＝委託を基本とする。 

集金委託＝税の取扱いに準ずる。 

報償金の支給＝税の取扱いに準ずる。 

料金の徴収方法＝税の取扱いに準ずる。 

 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 
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４３ 
 会計方式 集落排水事業特別会計とする。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

４４ 
 使用料の減免制度 減免制度は適用することとし、制度の内容については、大宮町・丹後町・弥栄町の制度をもと

に調整する。 
平成１５年 ６月１１日 平成  年  月  日 

４５ 

 施設の占用 占用の許可＝新市において、公共下水道施設の規定に準じて、新たな規定を制定する。 

占用料の額＝公共下水道施設の規定に準じ、新市における道路占用料徴収条例に定める額とす

る。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

４６ 
４．合併処理浄化槽 整備状況 ― 

平成１４年 ７月 ９日 平成  年  月  日 

４７ 
５．生活排水処理施設の受益

者に対する支援措置 

設置に対する補助・融資等の支援 合併処理浄化槽の補助については、網野町の制度をもとに調整し、新市全体に適用する。 

その他の制度は、廃止する。 
平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

４８  施設管理に対する補助・融資等の支援 １町のみの制度であり、新市全体の適用は困難なため、廃止の方向で調整する。 平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

４９ 
６．排水設備指定工事業者申

請手数料 

手数料の額 手数料については、新規＝１０，０００円、更新＝５，０００円とする。 

排水設備指定工事業者の有効期間は５年とする。 
平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

５０ 
７．下水道関係事業団体補助

金 

農業集落排水事業補助金 合併時において廃止とし、業者委託とする方向で調整する。 
平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

５１ 
８．下水道事業審議会 審議会の設置 事業の運営について調査及び審議するため、下水道事業審議会を、新市において設置する。 

平成１５年 ５月２３日 平成  年  月  日 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

 

以  下  余  白 
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